
簡易無線局個別登録局の電子申請方法

マイページで「新規申請を開始」を選択

「登録局申請」を選択



個別／包括 ：「個別」
宛先 ：「関東総合通信局長」
担当部課 ：「無線通信部陸上第三課」
申請（届出）区分：「新設申請」
無線設備の規格 ：「デジタル簡易無線局」

上記を入力後、「申請情報入力」を押下



「自動入力」を押下。修正が必要な場合は編集で修正。

・法人は必ず登記されている本社（本店）住所で記入すること。
工場・支店等では受付不可。

・団体は団体名及びその団体の長で申請すること。
防災部長・会計部長等は受付不可。

・個人事業主による屋号も登録不可。
個人で申請してください。

委任する（電子委任状を含まない）の場合は、委任状の添付が必要

2年以内に電波法に違反違反したことがない場合は、「無」を選択

「全総合通信局（全国）」を選択



「追加」を押下

「追加」を押下



・入力形式：「バンド形式」
・周波数 ：「351.03125MHz～351.1MHz」
・間隔 ：「6.25kHz」を入力し、

「波数自動計算」を押下

上記を入力後、「OK」を押下

上記を入力後、「OK」を押下

「5W」と入力



周波数詳細：「追加」を押下し、前頁と同様の手順で
「351.2MHｚ～351.63125MHz 6.25kHz間隔 70波 5W」
「351.10625MHz～351.19375MHz 6.25kHz 間隔 15波 1W」
を追加

納入告知書の送付先を「申請者住所以外」に希望する場合は
送付先を記入。

登録有効期間中分（最大5 年間分）の電波利用料を、初年度に一括して
支払いたい場合は、「有」にチェック。
「有」にチェックした場合、「無線局の登録の有効期間まで前納します」
にもチェック。



申請内容に関する問い合わせ先を記入。
※日中連絡が可能な連絡先を必ず記載してください。

「次ページ」を押下



使用を開始する見込みの日にちを記入。

目的：簡易な業務
開設の目的コード：一般業務用

「編集」を押下



常置場所（無線機を置いておく住所）を記入。
※申請の提出先は常置場所の住所を管轄する総合通信局に
なりますので、ご注意ください。
【関東総合通信局の管轄】 
茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨

「OK」を押下

「追加」を押下



「２」から始まる９桁の数字

「OK」を押下

「追加」を押下



適合表示無線設備の番号は
「００」から始まる番号。
例）・001‐A○○○○○

・001TV■■○○○○ 等

「OK」を押下

「入力完了」を押下



入力内容確認後、「送信」を押下
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